令和６年度 四国中央市図書館協議会　会議録

	１．会議名　　　四国中央市図書館協議会
２．日　時　　　令和７年３月１４日（金）午後１時３０分から午後３時００分
３．出席者　　　委　員：　９名
　　　　　　　　事務局：　４名
　　　　　　　　その他：　４名（NPO法人紙のまち図書館職員）
　　　　　　　　欠席者：　２名

	1． 会議次第
（１）開会
（２）開会挨拶
（３）会長及び副会長の選出
（４）議事
議題１　令和６年度事業報告
議題２　令和７年度事業計画
議題３　その他（図書館からの諮問事項）
（５）閉会

２.会議概要
（議題１　令和６年度事業報告）
事務局より報告
【質疑・意見等】　なし
議　事：議題1は提案のとおり承認

（議題２　令和７年度事業実施計画）
事務局より報告
【質疑・意見等】　なし
議　事：議題2は提案のとおり承認

（議題３　その他（図書館からの諮問事項））
法人より報告
四国中央市図書館条例施行規則の一部が改正され（令和6年4月１日施行）、図書館資料の貸出冊数が、正式に全館1人10冊までとなった。
この施行規則改正に伴い、昨年度、NPO法人紙のまち図書館の内規を整備したが、改めて諮問する項目として「リクエストの冊数制限」について、
①貸出冊数と予約冊数に制限を設けているのに対して、リクエストのみ冊数制限がないという矛盾を解消するため
②書籍の価格高騰や相互貸借における郵送料の圧迫など予算における現状を改善するため
③利用者に対する公平性や所蔵資料のバランス及び汎用性、各館の特色を維持するため
以上の理由から、リクエストの冊数に制限を設け、一人につき全館合計で年間5冊までとすることについて審議をお願いしたい。
　　
　【質疑・意見等】
委　員）この諮問事項についてどなたか意見ありますか。
委　員）参考資料のリクエスト利用者数の集計を見ると、リクエスト数6冊以上の利用者数が10人で、この10人のリクエスト冊数が全体の25%程度を占めているが、予算も同程度の割合を使用しているということになるのか。
法　人）予算が約25%を占めている訳ではない。リクエストに対して、購入・相互貸借・不可のどの対応をするかによってや本の金額・相互貸借の相手先によって費用が変わる。
委　員）まず、リクエストの冊数に制限をかけることについて賛否を問いたい。
委　員）賛成9名　反対0名
委　員）制限冊数を5冊に設定することについてはどうか。
委　員）リクエストの件数は年々増えているのか。
法　人）予約とリクエストを区別して受け付けるようになったのが今年度からのため、具体的に比較可能な件数が出せないが、これまでは、本来予約として取り扱うもの（購入予定の新刊など）をリクエストとして出されることがあったので、本来の意味でのリクエストとして換算すると、件数としてはそれほど変化していないと思われる。
委　員）制限として5冊という冊数が妥当かどうかは判断が難しい。間口を広げるという意味では、さらに少なくしても良いのではないか。
法　人）他市県のリクエストの制限を設けている館で、5冊より少ない館は無い。他館の状況も鑑み、予約制限の冊数が10冊であることからも、予約制限の半分の5冊で諮問に上げさせていただいた。
委　員）年間で言えば5冊で良いのではないかと思う。
委　員）5冊という冊数も妥当ではないか。
委　員）リクエストするのは、図書館をよく利用する方だと思うが、その方が読みたい・読んでみて良かったので他の人にも読んでもらいたいという思いでリクエストされるのではないかと思う。実際にリクエストによって購入された本がどれだけの方に読まれているのかという点は気になる。個人の趣味趣向に沿った本であるなら、自身で購入することも検討されるかと思うが、ただ自分が読みたい本をリクエストしているのか、流通の関係で一般的な入手経路が無かったり、価格的に個人での購入が難かったりする等の事情があって図書館にリクエストを出されるのか、リクエストに関する実情がよく分からないので、何冊に制限するのが妥当か判断し辛い。
法　人）リクエストの理由については、利用される方によって様々で、述べられた全ての理由にそれぞれ該当するケースがある。
委　員）制限はした方が良い。個人の趣味の本で、どうしても読みたいのであれば、まず自身で購入することを検討すれば良いと思う。個人で入手できない本については図書館に相談すれば良いのでは。
委　員）リクエストすれば必ず通るのか。
法　人）必ずしもリクエストにお応えできるわけではない。R6年度(2月20日時点)は、12%ほどが購入や相互貸借ができずお断りした。
委　員）自身の考えとしては、リクエストする際に、自分の趣味趣向に偏った本は採用されないものと思っていたので、少なからず購入があることに驚いた。図書館は様々な人が利用する施設なので、特定の人の好みに偏った選書になるのであれば、リクエストの制度自体が好ましくないと思う。
委　員）リクエストによる偏りは生じないように配慮している。リクエストに応じることは、図書館としても蔵書の幅を広げるという面もあるので、制度としては意義のあるものだと考えている。
委　員　色々な考え方があると思うが、5冊に制限して良いと思う。リクエストが通らなければ自分で購入すれば良い。
委　員）5冊という冊数を設けると、「5冊までリクエストに応じてもらえる」と誤解する人もいるのでは。
法　人）リクエストの用紙には、必ずしもリクエストにお応えできるわけではない旨を既に記載しており、冊数制限を設けた場合も引き続き記載するので誤解される人は少ないと思われる。リクエストを利用される際には再度ご案内して誤解の無いようにしたい。
委　員）リクエストの冊数を制限することに関しては決定に異議はないと思われるが、冊数を5冊とする点に関しては意見も様々で明確な判断が出ないため、試験的にリクエストの冊数制限を5冊で運用し、不都合が出る場合は変更することとしたいがよろしいか。
委　員）異議なし
委　員）NPO法人、市とも協議の上、運用に向けて進めていきたい。

委　員) その他委員から意見等あれば発言願いたい。
委　員) 三島図書館南側を駐車場・駐輪場にすることについて意見を出したい。
南側を駐車場にすれば、利用者の利便性も向上する。立体駐車場に駐車した場合は図書館までにも距離があり、バリアフリーであるとは言えない。また、利用者の中には近隣にある市の施設ではない駐車場に停めてしまう人もいる。
植栽についても、出庫の際の右折時に見通しが悪く危険である。図書館の東側には空きスペースもあるので、植栽はそちらに移動すれば良いのでは。利用者の同線を考えた作りにしてほしい。
法人）　施設の改修については、図書館運営とは異なり、NPO法人ではどうすることもできない事項なので、市へ進言していただきたい。植栽に関しては、定期的に剪定を委託しているため、その際に刈込の量を増やしてもらうなどして見通しが確保できるよう対応したい。
（５）閉会
（15：30終了）




